
スポーツ少年団「認定育成員」資格認定の推薦手続きについて  
 
 

公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者資格を取得したスポーツ少年団指導者の

うち、都道府県スポーツ少年団より推薦された者を、日本スポーツ少年団が「スポーツ少

年団認定育成員」として認定します。 
 
1. 推薦対象者 

下記の条件を全て満たし、各都道府県スポーツ少年団本部長の推薦する者。 
(1) 公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者資格を有している者(指導者登録

を行っている者) 
(2) 推薦時にスポーツ少年団に指導者登録している者 
(3) 「認定育成員」として活躍が期待される者 

【該当する指導者資格の種類】 
競技別指導者資格 指導員、上級指導員 

コーチ、上級コーチ 
教師、上級教師 

フィットネス資格 ジュニアスポーツ指導員 
スポーツプログラマー 
フィットネストレーナー 

メディカル・コンディショニング資格 スポーツドクター 
アスレティックトレーナー 
スポーツ栄養士 
スポーツデンティスト 

マネジメント資格 アシスタントマネジャー 
クラブマネジャー 

 
2. 都道府県スポーツ少年団から日本スポーツ少年団への申請時期 

随時受け付けます。(申請から認定までの期間･･･2 ヶ月程度) 
※ 認定期間…申請を受けた日から溯った直近の 4 月 1 日または 10 月 1 日から 4 年間

とします。 
 
3. 推薦に必要な書類 
 資格認定推薦書(別添様式参照) 

※ 鑑文は必要ありません。 
※ 競技別指導者のうち、サッカーの指導者資格を保有している場合は、公認スポ

ーツ指導者登録システムでは、登録の確認ができませんので、日本サッカー協

会発行の「公認指導者ライセンス認定証(写)」を添付してください。 
 
4. 認定について 

推薦された指導者については、日本スポーツ少年団にて、スポーツ少年団および公認

スポーツ指導者の登録確認を行い、推薦書記載内容を確認の上、日本スポーツ少年団本

部長名にて認定を行います。 
認定された場合は、日本スポーツ少年団より、都道府県スポーツ少年団及び指導者本

人に認定通知を送付いたします。 
【通知資料】 
 都道府県スポーツ少年団宛…認定通知 
 指導者宛…認定通知、認定証、認定章（ワッペン）、指導必携書 


